
平成２８年度 気象警報発令時の対応について

銚子市立猿田小学校

警 「暴風・大雨が含まれた警報」が発令されている場合
報
発 (例)・「大雨洪水警報」，「暴風警報」等
令

◇朝６時３０分現在で，暴風または大雨が含まれた警報が銚子市に

発令されている場合，警報が解除されるまで「自宅待機」をして

ください。

※テレビやデータ放送，ラジオ，インターネットなどで警報を確認してく
ださい。警報は千葉県北東部ではなく，銚子市に発令された場合です。

対
◇その後，学校より「まちcomiメール」または「電話」で次のような連絡をします。

応 ①警報が，早期（目安として午前１１時前）に解除される見込みがない場合

に 本日は臨時休校です。

つ
②警報が，早期（目安として午前１１時前）に解除される見込みだが，警報が

い 継続している場合

て 警報が出ているので，自宅待機してください。

③警報が早期（目安として午前１１時前）に解除された場合

警報が解除されたので，安全に十分気をつけて登校してください。
給食は実施します。

※この場合も地域の状況により，登校が困難とご家庭で判断した場合は，
遅れて登校させるなど，家庭の判断を優先します。

④警報の早期解除（目安として午前１１時前）が見込み違いだった場合

警報が解除されないので，本日は臨時休校です。

学校にいるときに気象警報が発令された場合

校長がその状況を判断し，適切な処置により，早めに下校させる場合があ
ります。その場合は，「迎えのお願い」「気をつけて下校させる」等の連絡
を「まちcomiメール」または「電話」で連絡をします。
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